
新たな社会的養育の
在り方に関する検討会

児童虐待対応における司法関与及び特
別養⼦縁組制度の利⽤促進の
在り方に関する検討会

子ども家庭福祉人材の
専門性確保ＷＧ

市区町村の支援業務の
あり方に関する検討WG

(

各検討会・ワーキンググループの開催状況等について

第２回：9月16⽇（⾦）
・各検討会・WGの開催状況
・法改正後の進捗状況
・関係団体ヒアリング

座 ⻑：吉⽥ 恒雄

座 ⻑：奥⼭ 眞紀子
座⻑代理：松本 伊智朗

座 ⻑：⼭縣 文治
座⻑代理：⻄澤 哲

座 ⻑：松本 伊智朗
座⻑代理：井上 登生

第１回：7月29 ⽇（⾦）
・検討会の開催について
・意⾒交換

第１回：7月25日（月）
・検討会の開催について
・意⾒交換

第２回：8月31日（水）
・第１回検討会におけるご指摘事
項等について

・児童相談所への調査項目（案）
について

・関係団体、有識者ヒアリング

第１回：7月29⽇（⾦）
・WGの開催について
・意⾒交換

第２回：9月2⽇（⾦）
・児童福祉司スーパーバイザー研
修、児童福祉司任用後研修、児
童福祉司任用前講習会の到達目
標等について

第１回：8月8日（月）
・WGの開催について
・意⾒交換

第２回：9月16日（⾦）
・今後の進め方のイメージ共有
・論点整理の確認
・支援拠点の機能のあり方

第６回：11月30日（水）
・関係団体等ヒアリング(追加)

・各検討会・WGの開催状況
・個別の論点についての議論

12⽉〜
告示・通知等の作成作業

第４回：12⽉９⽇（⾦）
・研修カリキュラム（案）等につ
いて（要対協調整機関専門職研修）

・児童福祉司等の義務研修等の骨
子案について

・共通アセスメントツールについ
て

第３回：10月７日（⾦）
・各検討会・WGの開催状況
・法改正後の進捗状況
・個別の論点についての議論
・関係団体等ヒアリング

第３回：9月26日（月）
・論点ごとの議論

第３回：10⽉７⽇（⾦）
・研修カリキュラム（たたき台）
等について

（児童福祉司任用後研修、児童福祉司

任用前講習会）
・到達目標等について
（児童福祉司スーパーバイザー研修、

要対協調整機関専門職研修）

第３回：10月21⽇（⾦)
・運営指針（たたき台）について
・意⾒交換

第４回：10月21日（⾦)
・各検討会・WGの開催状況
・個別の論点についての議論
・関係団体等ヒアリング

第４回：10月14日（⾦）
・調査結果に基づく争点整理
・論点ごとの議論

第４回：11月30日（水）
・運営指針（素案）について
・ガイドライン検討事項骨子(案)
等について

・共通アセスメントツールについ
て

第５回：10月31日（月）
・論点ごとの議論

第５回：11月18日（⾦）
・各検討会・WGの開催状況
・法改正後の進捗状況
・個別の論点についての議論

第６回：11月14日（月）
・論点ごとの議論

第５回：12月21日（水）
・運営指針（案）のとりまとめ
・ガイドライン検討事項（案）に
ついて

・共通アセスメントツールについ
て

平成２９年２月１日

第９回 新たな社会的養育の在り方に関する検討会

資料１

第７回：11月28日（月）
・論点ごとの議論

第7回：12月28日（水）
・各検討会・WGの開催状況
・法改正後の進捗状況
・個別の論点についての議論

第８回：12月12日（月）
・児童虐待対応における司法関与
の在り方について（これまでの
議論の整理）（案）

第９回：12月26日（月）
・特別養⼦縁組に関する議論
・有識者等ヒアリング

平成28年
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別養⼦縁組制度の利⽤促進の
在り方に関する検討会

子ども家庭福祉人材の
専門性確保ＷＧ

市区町村の支援業務の
あり方に関する検討WG

座 ⻑：吉⽥ 恒雄

座 ⻑：奥⼭ 眞紀子
座⻑代理：松本 伊智朗

座 ⻑：⼭縣 文治
座⻑代理：⻄澤 哲

座 ⻑：松本 伊智朗
座⻑代理：井上 登生

第８回：１月13日（⾦）
・在宅⽀援に関する議論

平成29年

第10回：１月16日（月）
・特別養子縁組に関する議論
・有識者ヒアリング

第11回：１月30日（月）
・特別養子縁組に関する議論
・有識者ヒアリング

第９回：2月1日（水）
・在宅⽀援に関する議論
・児童家庭支援センターに関する
議論

第６回：２月２月（木）
・ガイドライン（素案）のたたき
台（案）について

３月下旬（予定）
・ガイドライン（案）のとりまと
め

３月上旬（予定）
・ガイドライン（素案）について

第５回：２月１日（水）
・児童相談所の体制強化について

第６回：３月中（予定）
・児童相談所の体制強化について

第10回：2月24⽇（⾦）
・個別の論点について議論

第12回：2月13日（月）
・特別養子縁組に関する議論
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児
童

虐
待
対

応
に
お
け

る
司

法
関

与
の
在
り

方
に

つ
い

て

（
こ

れ
ま
で

の
議
論
の

整
理

）

１
．
は

じ
め
に

○
平
成
2
8
年
３
月
1
0
日
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
新
た
な
子
ど
も
家
庭
福
祉
の
あ
り
方
に

関
す
る
専
門
委
員
会
報
告
（
提
言
）
」
に
お
い
て
、
「
要
保
護
児
童
の
保
護
措
置
等
の
手

続
に
お
け
る
裁
判
所
の
関
与
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
意
見
が
出
さ
れ
た
が
、
児

童
相
談
所
に
よ
る
保
護
者
指
導
の
緊
急
性
、
必
要
性
が
特
に
高
い
場
合
（
児
童
が
現
に
虐

待
を
受
け
て
い
る
場
合
等
）
に
お
い
て
、
そ
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
裁
判
所
又
は

裁
判
官
が
保
護
者
に
対
す
る
指
導
に
直
接
関
与
す
る
制
度
の
導
入
等
の
、
司
法
関
与
を
一

層
強
化
す
る
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
、
関
係
部
署
と
調
整
を
行
っ
た
上
、
早
期
に
検
討
を

開
始
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
一
時
保
護
等
や
2
8
条
審
判
に
お
け
る
裁
判
所
の
関
与
の

あ
り
方
に
つ
い
て
も
、
児
童
相
談
所
の
機
能
強
化
の
状
況
等
を
踏
ま
え
た
検
討
を
行
う
べ

き
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
。

○
平
成
2
8
年
５
月
2
7
日
に
成
立
し
た
「
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
（
平

成
2
8
年
法
律
第
6
3
号
）
附
則
第
２
条
第
２
項
で
は
、
「
こ
の
法
律
の
施
行
後
速
や
か
に
、

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
要
保
護
児
童
（
中
略
）
を
適
切
に
保
護
す

る
た
め
の
措
置
に
係
る
手
続
に
お
け
る
裁
判
所
の
関
与
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
児
童
虐
待

の
実
態
を
勘
案
し
つ
つ
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
」
と
さ
れ
た
。

○
ま
た
、
「
ニ
ッ
ポ
ン
一
億
総
活
躍
プ
ラ
ン
」
（
平
成
2
8
年
６
月
２
日
閣
議
決
定
）
に
お

い
て
も
、
「
児
童
保
護
手
続
に
お
け
る
裁
判
所
の
関
与
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
、
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
」
と
さ
れ
た
。

○
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
上
記
各
事
項
に
つ
い
て
調
査
・
検
討
を
行
う
た
め
、
平
成
2
8
年
７

月
か
ら
「
児
童
虐
待
対
応
に
お
け
る
司
法
関
与
及
び
特
別
養
子
縁
組
制
度
の
利
用
促
進
の

在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
を
開
催
し
、
議
論
を
進
め
て
き
た
。

○
児
童
虐
待
対
応
に
お
け
る
司
法
関
与
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
方

と
と
も
に
、
主
に
以
下
の
５
項
目
を
個
別
の
論
点
事
項
と
し
て
検
討
し
て
き
た
。

・
一
時
保
護

・
裁
判
所
命
令

児
童
虐
待
対
応
に
お
け
る
司
法
関
与
及
び
特
別
養
子
縁
組
制
度

の
利
用
促
進
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会平

成
2
9
年
１
月

16
日
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・
面
会
通
信
制
限
、
接
近
禁
止
命
令

・
親
権
停
止
制
度
の
活
用

・
2
8
条
措
置
に
係
る
裁
判
所
の
承
認

○
司
法

関
与
の
在
り
方
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
一
時
保
護
の
期
間
や
児
童
相
談
所
に
お

け
る
司

法
関
与
に
対
す
る
見
解
、
保
護
者
へ
の
指
導
の
状
況
等
を
調
査
す
る
た
め
、
児
童

相
談
所

へ
の
実
態
調
査
（
以
下
「
実
態
調
査
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
。

２
．
基

本
的
な

考
え

方

○
今

般
の

児
童

福
祉

法
の

改
正

の
以

下
の

よ
う

な
趣

旨
を

踏
ま

え
て

、
児

童
虐

待
対

応
の

今
後
の
在
り
方
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

１
）

子
ど

も
は

、
児

童
の

権
利

に
関

す
る

条
約

の
精

神
に

の
っ

と
り

、
適

切
な

養
育

を
受

け
、
健
や
か
な

成
長
・
発

達
や

自
立
等
を

保
障
さ
れ

る
権
利
を
有
す

る
こ
と
を

位
置
付

け
た
こ
と
。

２
）

家
庭

は
、

子
ど

も
の

成
長

・
発

達
に

と
っ

て
最

も
自

然
な

環
境

で
あ

り
、

ま
ず

は
、

子
ど
も
が
家
庭

に
お
い
て

心
身

と
も
に
健

や
か
に
養

育
さ
れ
る
よ
う

、
保
護
者

を
支
援

す
る
と
い
っ
た
、
家
庭
養
育
の
原
則
が
明
記
さ
れ
た
こ
と
。

○
全

国
の

児
童

相
談

所
に

お
け

る
児

童
虐

待
の

相
談

対
応

件
数

は
、

一
貫

し
て

増
加

し
て

お
り
、
平
成

2
7
年
度
（
速
報
値
）
で
は
、
は
じ
め
て

1
0
万
件
を
突
破
し
た
。
児
童
虐
待

の
相

談
対

応
件

数
の

増
加

と
と

も
に

、
親

権
を

め
ぐ

り
保

護
者

と
児

童
相

談
所

と
の

間
で

軋
轢
が
生
じ
る
場
合
も
増
え
て
き
て
い
る
。

○
こ

う
し

た
背

景
を

踏
ま

え
、

手
続

の
適

正
性

を
一

層
確

保
し

、
在

宅
で

の
養

育
環

境
を

改
善

し
、

で
き

る
限

り
子

ど
も

が
家

庭
に

お
い

て
養

育
さ

れ
る

よ
う

、
児

童
相

談
所

や
家

庭
裁

判
所

の
体

制
整

備
と

併
せ

て
、

児
童

虐
待

対
応

に
お

け
る

司
法

関
与

の
在

り
方

を
見

直
す
。

○
な

お
、

本
検

討
会

に
お

け
る

議
論

の
中

で
は

、
司

法
を

関
与

さ
せ

る
必

要
性

・
有

効
性

が
必

ず
し

も
明

ら
か

に
な

っ
て

お
ら

ず
、

現
時

点
で

司
法

関
与

を
強

化
す

る
べ

き
と

い
う

点
に

つ
い

て
、

意
見

の
一

致
が

見
ら

れ
な

い
と

し
て

、
見

直
し

に
つ

い
て

疑
問

を
呈

す
る

意
見
も
あ
っ
た
。
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３
．
議

論
の
整

理

（
１
）

一
時
保

護
に

つ
い
て

①
課
題

○
近
年
は
虐
待
を
理
由
と
す
る
一
時
保
護
の
増
加
に
伴
い
、
親
権
者
等
の
意
に
反
す
る
ケ

ー
ス
も
多
く
な
っ
て
お
り
、
一
時
保
護
は
、
親
権
者
等
の
意
に
反
し
て
も
行
政
の
判
断
に

よ
り
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
児
童
相
談
所
の
実
務
で
は
、
一
時
保
護
を
行
う
べ
き

か
判
断
に
迷
う
事
案
も
存
在
す
る
。

○
一
時
保
護
は
、
強
制
的
に
親
子
を
分
離
す
る
も
の
で
あ
り
、
親
権
へ
の
強
い
制
限
を
伴

う
こ
と
か
ら
、
児
童
福
祉
法
第
2
8
条
の
措
置
と
の
均
衡
も
考
慮
し
、
司
法
の
関
与
の
強
化

を
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

○
一
時
保
護
に
つ
い
て
は
、
行
政
訴
訟
の
提
起
が
可
能
で
は
あ
る
が
、
親
権
へ
の
強
い
制

限
を
伴
う
こ
と
、
親
権
者
等
の
意
に
反
す
る
一
時
保
護
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
、
一
時
保

護
が
解
除
さ
れ
る
と
訴
え
の
利
益
が
消
滅
す
る
こ
と
か
ら
、
事
後
の
行
政
訴
訟
に
よ
る
救

済
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。

○
現
行
で
は
、
一
時
保
護
の
期
間
は
原
則
と
し
て
２
か
月
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
、
実
態
調
査
に
よ
れ
ば
、
２
か
月
を
超
え
る
一
時
保
護
は
、
3
6
1
2
件
（
年

換
算
。
う
ち
、
親
権
者
等

の
意
に
反
す
る
ケ
ー
ス
は
4
6
8
件
）
と
な
っ
て
お
り
、
本
来
暫
定

的
な
措
置
で
あ
る
は
ず
の
一
時
保
護
が
長
期
化
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

○
司
法
の
関
与
を
強
化
す
る
た
め
に
は
、
児
童
相
談
所
や
家
庭
裁
判
所
の
体
制
整
備
が
前

提
と
な
る
。
実
態
調
査
に
よ
れ
ば
、
体
制
整
備
が
「
必
要
で
あ
る
」
と
回
答
し
た
児
童
相

談
所
が
8
9
％
に
上
っ
て
い
る
。

○
一
時
保
護
に
対
す
る
司
法
関
与
の
強
化
に
つ
い
て
の
各
児
童
相
談
所
の
見
解
に
つ
い
て

は
、
実
態
調
査
に
よ
れ
ば
、「

必
要
で
あ
る
」
が
3
5
％
、「

必
要
で
な
い
」
が
3
6
％
、「

そ
の

他
」
が
2
8
％
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、「

そ
の
他
」
を
選
択
し
た
場
合
の
具
体
的
な
意
見
の

記
述
を
見
る
と
、
そ
の
賛
否
は
様
々
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
対
象
範
囲
に
つ
い
て
は
、「

親
権
者
等
の
同
意
の
な
い
場
合
に
限
っ
て
対
象

と
す
べ
き
」
が
8
7
％
（
1
8
2
/
2
0
9
児
童
相
談
所
）
と
な
っ
て
い
る
。



4

②
主
な

議
論

［
提
案

さ
れ
た

対
応

案
］

○
一
時
保
護
の
手
続
の
適
正
性
を
一
層
担
保
す
る
観
点
か
ら
、
一
時
保
護
に
家
庭
裁
判
所

に
よ
る
審
査
を
導
入
す
る
。

○
緊
急
に
児
童
の
安
全
確
保
を
図
る
必
要
が
あ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
行
政
の
職
権

に
よ
り
一
時
保
護
を
行
う
こ
と
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

○
家
庭
裁
判
所
に
よ
る
審
査
の
対
象
と
し
て
は
、
現
行
の
児
童
福
祉
法
第
2
8
条
の
措
置
と

同
様
に
、
親
権
者
等
の
意
に
反
す
る
場
合
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

○
一
時
保
護
を
開
始
す
る
際
に
、
そ
の
必
要
性
を
審
査
す
る
た
め
に
は
、
家
庭
裁
判
所
に

よ
る

一
定

期
間

内
の

速
や

か
な

審
査

や
事

前
審

査
の

導
入

を
目

指
す

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。

○
児
童
相
談
所
や
家
庭
裁
判
所
の
体
制
整
備
と
併
せ
て
段
階
的
に
司
法
審
査
を
導
入
す
る

こ
と
と
し
、
そ
の
第
一
段
階
と
し
て
、
現
行
の
一
時
保
護
の
期
間
（
２
か
月
）
を
考
慮
し
、

一
時
保
護
が
一
定
期
間
を
超
え
る
場
合
に
司
法
審
査
を
導
入
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

○
こ
の
場
合
、
制
度
の
実
施
後
相
当
期
間
内
に
、
そ
の
実
態
や
効
果
を
検
証
し
、
必
要
な

見
直
し
を
行
う
。

［
指
摘

さ
れ
た

事
項

］

○
司
法
審
査
の
目
的
等
に
つ
い
て
必
ず
し
も
認
識
が
一
致
し
て
お
ら
ず
、
一
時
保
護
の
要

件
や
裁
判
所
に
お
け
る
審
理
手
続
等
に
つ
い
て
も
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。

○
制
度
の
在
り
方
に
よ
っ
て
は
、
保
護
者
の
権
利
保
障
が
優
先
さ
れ
、
子
ど
も
の
安
全
確

保
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

○
緊
急
時
の
対
応
に
支
障
が
生
じ
た
り
、
児
童
相
談
所
が
必
要
な
一
時
保
護
を
た
め
ら
う

こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
べ
き
。

○
司
法
審
査
の
対
象
を
親
権
者
等
の
意
に
反
す
る
場
合
と
す
る
際
に
は
、
具
体
的
な
同
意

の
確
認
方
法
・
手
続
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

○
児
童
相
談
所
や
家
庭
裁
判
所
の
体
制
整
備
を
計
画
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、

児
童
福
祉
司
や
弁
護
士
等
の
人
員
体
制
の
強
化
、
児
童
相
談
所
内
の
介
入
機
能
と
支
援
機
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能
の
分
化
、
児
童
相
談
所
の
調
査
機
能
・
権
限
の
強
化
を
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。



6

（
２
）

裁
判
所

命
令

に
つ
い

て

①
課
題

○
児
童
虐
待
を
行
っ
た
保
護
者
に
対
し
て
は
、
行
政
に
よ
る
指
導
や
勧
告
が
行
わ
れ
る
が
、

現
行
の
児
童
福
祉
司
指
導
で
は
、
児
童
相
談
所
と
保
護
者
と
が
対
立
構
造
と
な
る
ケ
ー
ス

も
多
く
、
結
果
、
保
護
者
指
導
の
実
効
性
が
上
げ
ら
れ
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

○
児
童
福
祉
司
指
導
に
保
護
者
が
従
わ
な
い
場
合
の
措
置
と
し
て
は
、
一
時
保
護
や
施
設

入
所
等
の
措
置
の
ほ
か
、
親
権
停
止
等
の
申
立
て
が
考
え
ら
れ
る
が
、
必
ず
し
も
す
べ
て

の
親
権
を
停
止
す
る
必
要
が
な
い
場
合
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
手
段
の
み
で
は
、
必
ず
し
も

指
導
の
実
効
性
が
担
保
さ
れ
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

○
改
正
児
童
福
祉
法
に
お
い
て
、
家
庭
で
の
養
育
が
原
則
（
保
護
者
は
児
童
の
育
成
に
第

一
義
的
責
任
を
負
う
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
保
護
者
を
支
援
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）

と
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
虐
待
の
再
発
防
止
や
親
子
再
統
合
に
向
け
た
保
護
者
指

導
の
重
要
性
が
よ
り
一
層
高
ま
っ
て
お
り
、
在
宅
で
の
養
育
環
境
を
改
善
し
、
で
き
る
限

り
子
ど
も
が
家
庭
に
お
い
て
養
育
さ
れ
る
よ
う
、
保
護
者
指
導
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め

の
措
置
が
必
要
で
あ
る
。

②
主
な

議
論

［
提
案

さ
れ
た

対
応

案
］

○
保

護
者

指
導

の
実

効
性

を
高

め
る

観
点

か
ら

は
、

ま
ず

は
、

福
祉

・
医

療
・

教
育

等
の

諸
機
関
の
連
携
を
通
じ
た
適
切
な
保
護
者
支
援
の
実
施
や
、
児
童
虐
待
防
止
法
第

1
1
条
第

４
項

に
基

づ
き

、
指

導
・

勧
告

に
従

わ
な

い
場

合
に

は
、

一
時

保
護

等
を

行
う

な
ど

、
現

行
制
度
の
活
用
の
徹
底
を
図
る
な
ど
の
取
組
を
行
う
。

○
指

導
が

、
親

権
行

使
の

態
様

へ
の

介
入

に
該

当
す

る
よ

う
な

場
合

に
は

、
親

権
の

在
り

方
に

つ
い

て
後

見
的

な
役

割
を

担
う

家
庭

裁
判

所
が

関
与

す
る

仕
組

み
を

導
入

し
、

児
童

相
談

所
長

等
の

申
立

て
に

よ
り

、
家

庭
裁

判
所

が
、

児
童

虐
待

を
行

っ
た

保
護

者
が

従
う

べ
き

事
項

を
定

め
た

養
育

環
境

の
改

善
計

画
を

作
成

し
、

保
護

者
に

対
し

て
そ

れ
に

従
う

よ
う
命
じ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

○
児
童
福
祉
法
第

2
8
条
に
お
け
る
家
庭
裁
判
所
の
審
査
の
前
段
階
と
し
て
、
家
庭
裁
判
所

が
関
与
す
る
仕
組
み
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

○
保
護
者
が
当
該
措
置
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
後
、
児
童
福
祉
法
第

2
8
条
措
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置
や

親
権

停
止

、
親

権
喪

失
等

の
家

庭
裁

判
所

の
審

判
に

お
い

て
考

慮
さ

れ
、

段
階

的
に

親
権
に
対
す
る
よ
り
強
い
制
限
を
伴
う
措
置
に
移
行
す
る
こ
と
と
な
る
。

○
保

護
者

指
導

の
実

効
性

を
高

め
る

こ
と

が
必

要
な

場
面

と
し

て
は

、
在

宅
ケ

ー
ス

（
児

童
福
祉
司
指
導
）
の
ほ
か
、
一
時
保
護
、
同
意
に
よ
る
入
所
、
2
8
条
審
判
（
施
設
入
所
、

里
親
委
託
）
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。

［
指
摘

さ
れ
た

事
項

］

○
保
護
者
指
導
の
実
効
性
を
高
め
る
手
段
と
し
て
、
司
法
を
関
与
さ
せ
る
必
要
性
・
有
効

性
（
立
法
事
実
）
が
明
ら
か
で
な
い
。

○
司
法
に
行
政
（
福
祉
機
関
）
の
役
割
を
代
替
さ
せ
る
結
果
と
な
り
、
司
法
の
中
立
性
・

公
正
性
を
損
な
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

○
現

行
の

親
権

停
止

を
有

効
に

活
用

す
る

た
め

の
方

策
を

検
討

す
る

こ
と

が
先

決
で

あ
る

。

○
保
護
者
に
対
す
る
裁
判
所
命
令
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
指
摘
が
あ
っ
た
。

・
司

法
が

私
人

に
対

し
て

行
政

の
指

導
に

従
う

よ
う

義
務

付
け

る
こ

と
が

で
き

る
と

す

る
実

体
法

上
の

根
拠

が
不

明
で

あ
る

ほ
か

、
裁

判
所

に
よ

る
家

庭
へ

の
過

度
の

介
入
と

な
る
危
険
を
防
ぐ
方
法
が
な
く
、
憲
法
上
の
制
約
が
あ
る
。

・
家

庭
へ

の
介

入
あ

る
い

は
権

利
制

限
で

あ
る

と
し

て
、

司
法

審
査

を
必

要
と

す
る

と

す
れ

ば
、

児
童

相
談

所
に

お
け

る
児

童
福

祉
司

指
導

と
、

学
校

や
警

察
に

お
け

る
保
護

者
へ
の
指
導
と
の
性
格
や
位
置
付
け
の
違
い
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。

・
親

権
行

使
の

態
様

へ
の

介
入

に
該

当
す

る
場

合
に

つ
い

て
、

現
状

で
は

、
親

権
の

一

部
制
限
と
い
う
考
え
方
が
法
的
に
整
理
さ
れ
て
い
な
い
。

・
裁

判
所

が
生

活
実

態
等

を
踏

ま
え

て
、

虐
待

の
事

実
や

保
護

者
指

導
の

具
体

的
内

容

の
認

定
・

判
断

を
行

い
、

保
護

者
に

命
令

す
る

こ
と

は
、

制
度

的
な

限
界

が
あ

る
。
ま

た
、

裁
判

所
命

令
の

申
立

て
が

却
下

さ
れ

た
場

合
等

に
、

逆
に

保
護

者
指

導
が

難
し
く

な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
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（
３
）

面
会
通

信
制

限
、
接

近
禁

止
命
令

に
つ

い
て

①
課
題

○
現

行
で

は
、

面
会

通
信

制
限

、
接

近
禁

止
命

令
に

つ
い

て
は

、
行

政
の

判
断

に
よ

り
行

わ
れ

て
い

る
が

、
親

権
者

等
の

行
動

の
自

由
の

制
限

を
伴

う
こ

と
か

ら
、

司
法

の
関

与
を

強
化
す
べ
き
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

○
ま

た
、

現
行

の
面

会
通

信
制

限
の

対
象

は
、

一
時

保
護

や
同

意
入

所
、

児
童

福
祉

法
第

2
8
条
の
措
置
の
場
合
で
あ
り
、
現
行
の
接
近
禁
止
命
令
の
対
象
は
、
児
童
福
祉
法
第

2
8
条

の
措

置
の

場
合

で
あ

る
が

、
在

宅
の

場
合

を
含

め
、

そ
の

対
象

範
囲

を
拡

大
す

べ
き

で
あ

る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

○
例

え
ば

、
性

的
虐

待
を

受
け

た
高

校
生

を
一

時
保

護
し

て
い

る
場

合
に

お
い

て
、

虐
待

を
行

っ
た

保
護

者
と

の
接

触
を

防
ぎ

、
通

学
を

可
能

と
す

る
た

め
、

接
近

禁
止

命
令

が
必

要
と

の
指

摘
が

あ
る

。
ま

た
、

実
態

調
査

に
よ

れ
ば

、
児

童
が

児
童

虐
待

を
行

っ
た

又
は

疑
い
が
あ
る
保
護
者
と
別
居
し
、
親
族
宅
で
暮
ら
し
て
い
る
場
合
等
に
も
面
会
通
信
制
限
、

接
近
禁
止
命
令
が
必
要
と
す
る
意
見
が
あ
る
。

②
主
な

議
論

［
提
案

さ
れ
た

対
応

案
］

○
面

会
通

信
制

限
、

接
近

禁
止

命
令

に
つ

い
て

は
、

親
権

者
等

の
行

動
の

自
由

の
制

限
を

伴
う

こ
と

か
ら

、
手

続
の

適
正

性
を

一
層

確
保

す
る

た
め

、
司

法
関

与
を

強
化

す
る

こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。

○
対

象
範

囲
の

拡
大

に
つ

い
て

は
、

接
近

禁
止

命
令

に
つ

い
て

、
一

時
保

護
や

同
意

入
所

の
場
合
に
拡
大
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

［
指
摘

さ
れ
た

事
項

］

○
現
行
の
面
会
通
信
制
限
、
接
近
禁
止
命
令
が
十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
検

証
を
行
う
と
と
も
に
、
新
た
な
制
度
を
設
け
る
必
要
性
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。

○
緊
急
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
迅
速
に
面
会
通
信
制
限
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、

か
え
っ
て
児
童
の
保
護
に
反
す
る
結
果
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

○
現
在
の
児
童
相
談
所
等
の
体
制
を
前
提
と
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
命
令
主
体
を
裁
判
所
と

し
た
場
合
、
実
務
上
の
負
荷
が
課
題
と
な
り
、
柔
軟
な
運
用
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
が
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あ
る
。

○
面

会
通

信
制

限
や

接
近

禁
止

命
令

の
妥

当
性

の
判

断
に

お
い

て
は

、
親

子
分

離
措

置
の

適
否

に
つ

い
て

も
検

討
せ

ざ
る

を
得

な
い

場
合

が
あ

る
こ

と
に

鑑
み

て
、

司
法

関
与

の
在

り
方

に
つ

い
て

は
、

一
時

保
護

へ
の

司
法

関
与

の
在

り
方

と
関

連
し

て
検

討
す

る
必

要
が

あ
る
。

○
面

会
通

信
制

限
、

接
近

禁
止

命
令

の
対

象
範

囲
を

在
宅

の
場

合
に

ま
で

拡
大

す
る

場
合

に
は
、
裁
判
所
の
関
与
が
必
要
と
も
考
え
ら
れ
る
。



1
0

（
４
）

親
権
停

止
制

度
の
活

用
に

つ
い
て

①
課

題

○
児
童
福
祉
法
第

2
8
条
措
置
と
親
権
停
止
等
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
、
親
権
停
止
等
を
ま

ず
活

用
す

べ
き

と
い

う
指

摘
が

あ
る

一
方

で
、

謙
抑

性
の

原
則

か
ら

す
る

と
、

児
童

福
祉

法
第

2
8
条
措
置
か
ら
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

②
主

な
議
論

○
児
童
福
祉
法
第

2
8
条
措
置
や
親
権
停
止
等
に
つ
い
て
、
両
制
度
の
趣
旨
や
目
的
を
勘
案

し
た

上
で

、
必

要
に

応
じ

て
、

よ
り

適
切

に
法

的
権

限
を

使
い

分
け

ら
れ

る
よ

う
、

児
童

相
談
所
運
営
指
針
等
に
お
い
て
、
明
確
に
す
る
。

（
５
）

2
8
条

措
置

に
係
る

裁
判

所
の
承

認
に

つ
い
て

①
課

題

○
児
童
福
祉
法
第

2
8
条
に
基
づ
く
裁
判
所
の
承
認
は
、
措
置
の
種
別
を
特
定
し
て
な
さ
れ

て
い

る
が

、
裁

判
所

の
承

認
は

措
置

の
種

別
を

特
定

せ
ず

に
な

す
こ

と
を

検
討

す
る

べ
き

で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

○
こ

の
点

に
つ

い
て

は
、

既
存

の
調

査
結

果
で

は
、

措
置

開
始

後
２

年
以

内
に

措
置

先
を

変
更

し
た

場
合

で
も

、
あ

ら
か

じ
め

複
数

の
措

置
先

に
つ

い
て

裁
判

所
の

承
認

を
得

て
い

る
場
合
が
多
数
で
あ
る
と
い
う
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

②
主

な
議
論

○
児
童
福
祉
法
第

2
8
条
に
基
づ
く
裁
判
所
の
承
認
に
つ
い
て
、
措
置
先
を
複
数
併
記
し
て

承
認

を
受

け
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

旨
に

つ
い

て
、

全
国

の
児

童
相

談
所

等
の

関
係

機
関

に
改
め
て
周
知
す
る
こ
と
と
す
る
。

○
あ

わ
せ

て
、

措
置

種
別

が
不

適
当

で
あ

る
こ

と
を

理
由

に
却

下
の

審
判

が
な

さ
れ

た
場

合
に
、
児
童
相
談
所
が
一
時
保
護
を
解
除
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
周
知
す
る
。
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４
．
今

後
の
対

応

○
今
回
の
「
議
論
の
整
理
」
を
踏
ま
え
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
児
童
虐
待
対
応
に

お
け
る
司
法
関
与
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
関
係
省
庁
等
と
協
議
を
行
い
、
必
要
な
制
度
的

検
討
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

○
今

後
と

も
、

子
ど

も
の

最
善

の
利

益
に

資
す

る
よ

う
、

児
童

虐
待

対
応

の
在

り
方

に
つ

い
て

、
引

き
続

き
、

評
価

・
検

証
を

行
う

と
と

も
に

、
必

要
な

見
直

し
を

行
っ

て
い

く
べ

き
で
あ
る
。


